


別紙

パートタイム職員の時間給については，次に掲げる事項に基づき，個別に定める。
ア）事務補佐員の時間給は，国立大学法人福岡教育大学職員給与規程別表第１イ一般職俸給表（一）を使用し，その者の経験年数により算定された級号俸により算出する。ただし，昭和５５年３月３１日以降に新規に採用された者及び国立大学法人福岡教育大学非常勤職員（フルタイム）就業規則第８条第２項ただし書の規定によりパートタイム職員として雇用を更新された者の級号俸は，１級３３号俸を上限とする。
イ）技術補佐員の時間給は，国立大学法人福岡教育大学職員給与規程別表第３のイ　医療職俸給表（一）又はロ医療職俸給表（二）を使用し，その者の経験年数によ　り算定された級号俸により算出する。ただし，医療職俸給表（一）を適用する場　合は２級４９号俸を，医療職俸給表（二）を適用する場合は２級２５号俸を上限　とする。
ウ）技能補佐員及び臨時用務員の時間給は，国立大学法人福岡教育大学職員給与規程別表第１ロ一般職俸給表（二）を使用し，その者の経験年数により算定された級号俸により算出する。ただし，技能補佐員は２級４１号俸を，臨時用務員は１級６９号俸を上限とする。
エ）事務補佐員，技術補佐員，技能補佐員及び臨時用務員の時間給の算出に当たっ　ては，次の計算式を用いる。
　（経験年数により算定した級号俸の俸給月額＋調整手当）×１２    
             　　　　　　 ５２×３８．７５
オ）平成１９年４月１日以降に新規に採用された事務補佐員，技術補佐員，技能補佐員及び臨時用務員の時間給については，上記にかかわらず，次のとおりとする。
	  採　用　年　等
	時　間　給
	

	  　１　年　目
	１，０８０円
	

	  　２　年　目
	１，１００円
	

	  　３　年　目～
	１，１２０円
	


カ）その他学長が必要と認めたものの時間給については，別に定める。
キ）その他の事項は，常勤職員の例に準じる。




